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事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度の取扱開始について 

 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素は当協会の業務につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、多くの中小企業者が資材高騰や物価高、人手不足等による影響を受けている中、早期の事

業再生に向けた取り組みを促すことを目的とした新たな保証制度として、下記のとおり要綱を制定

し、取扱いを開始しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．制定する要綱 

事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度要綱 

 

２．制度概要 

別添「制度概要」のとおり 

 

３．実 施 日     

令和７年３月１４日から令和８年３月３１日保証協会受付分まで 

  

 ※現在取扱い中の事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度につきましては、令和 7 年 3 月

31日保証協会受付分をもって取扱いを終了いたしますので、ご留意ください。 

 

本通知に関するお問い合わせ先 
企業支援部業務企画課 
（担当 田島・楠本） 
TEL 092-415-2609 



    
  

 
      
      
      

 

  
     

 

 

 

 
  

      
 

 
 

     

 
 

     
   

   
 

   
 

 
       

 

 

 
    

    
  

 

 
 

 
 

 
 

   



     

    
 

 
     

      

   
 

 

 

    
 

 

 
 

 

 
     

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


